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   第１章 目的 

 （目的） 

第１条 小樽商科大学大学院（以下「大学院」という。）は，学術の理論及び応用を教授研

究し，その深奥をきわめ，又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び

卓越した能力を培い，文化の進展に寄与する人材の育成を目的とする。 

   第２章 組織 

 （研究科） 

第２条 大学院に次の研究科を置く。 

  商学研究科 

 （課程） 

第３条 大学院における課程は，博士課程及び専門職学位課程とする。 

２ 博士課程は，前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年の課程（以



 

下「博士後期課程」という。）に区分し，博士前期課程は，これを修士課程として取り扱

うものとする。 

 （専攻） 

第４条 研究科に次の専攻を置く。 

  現代商学専攻 

  アントレプレナーシップ専攻 

 （学生定員） 

第５条 研究科の学生定員は，次のとおりとする。 

研究科の名称 専   攻 収容定員 入学定員 

 商学研究科 現代商学専攻博士前期課程 
      博士後期課程 
アントレプレナーシップ専攻 
            専門職学位課程 

 ２０名 
    ９名 
 
 ７０名 

  １０名 
    ３名 
 
  ３５名 

   第３章 現代商学専攻の教育課程等 

 （博士課程） 

第６条 現代商学専攻は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又は

その他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊か

な学識を養うために組織的，体系的な教育課程の下で特定のテーマについて研究を指導す

る博士課程とする。 

 （授業科目） 

第７条 現代商学専攻の授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。 

２ 前項に規定するもののうち，授業科目の単位数については，その開講する年度により変

更することがある。 

３ 別表に規定する授業科目のほか，臨時講義又は特別講義を開設することがある。単位等

については，その都度これを定める。 

 （研究指導教員の指導） 

第８条 現代商学専攻において，学生が履修する授業科目の選択に当たっては，あらかじめ

当該専攻の研究指導教員の指導を受けなければならない。 

 （授業の方法等） 

第９条 現代商学専攻における授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかに

より又はこれらの併用により行うものとする。 

２ 現代商学専攻は，文部科学大臣が別に定めるところにより，前項の授業を多様なメディ

アを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

 （他の大学院における授業科目の履修等） 

第１０条 現代商学専攻において，教育上有益と認めるときは，他の大学院との協議に基づ

き，別に定めるところにより，学生が他の大学院において履修した授業科目について修得

した単位を，１０単位を超えない範囲で当該専攻における授業科目の履修により修得した

ものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は，学生が，外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育

における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 

 （他の大学院等における研究指導） 



 

第１１条 現代商学専攻（博士前期課程に限る。）において，教育上有益と認めるときは，

他の大学院又は研究所等との協議に基づき，別に定めるところにより，学生が他の大学院

又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし，博士

前期課程の学生について認める場合には，当該研究指導を受ける期間は，１年を超えない

ものとする。 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第１２条 現代商学専攻において，教育上有益と認めるときは，学生が当該専攻に入学する

前に大学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修

生として修得した単位を含む。）を，当該専攻に入学した後の当該専攻における授業科目

の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は，編入学，転学等を除き，

当該専攻において修得した単位以外のものについては，第１０条第１項及び第２項の規定

により当該専攻において修得したものとみなす単位数と合わせて１０単位を超えないも

のとする。 

 （成績評価基準等の明示等） 

第１３条 現代商学専攻は，学生に対して，授業及び研究指導の方法並びに内容，１年間の

授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 現代商学専攻は，学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては， 

客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，

当該基準に従って適切に行うものとする。 

 （教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第１４条 現代商学専攻においては，授業及び研究指導の内容並びに方法の改善を図るため

の組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

   第４章 アントレプレナーシップ専攻の教育課程等 

 （専門職大学院） 

第１５条 アントレプレナーシップ専攻は，革新的ビジネス・モデルを構想し事業へと展開

できるビジネスイノベーター，及び企業経営におけるマネジメント能力を高めビジネス・

チャンスを創出し得るビジネス・リーダーを育成するために，当該分野に応じた柔軟で実

践的な教育を行うことができるよう，専門職大学院設置基準（平成１５年文部科学省令第

１６号）に定める専門職大学院とする。 

 （教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第１６条 アントレプレナーシップ専攻においては，授業の内容及び方法の改善を図るため

の組織的な研修及び研究を実施し，実務家教員等の教育能力の向上を図るものとする。 

 （授業科目） 

第１７条 アントレプレナーシップ専攻の授業科目及び単位数は，別表の定めるところによ

る。 

２ 前項に規定するもののうち，授業科目の単位数については，その開講する年度により変

更することがある。 

３ 別表に規定する授業科目のほか，臨時講義又は特別講義を開設することがある。単位等

については，その都度これを定める。 



 

 （授業の方法等） 

第１８条 アントレプレナーシップ専攻においては，その目的を達成し得る実践的な教育を

行うよう専攻分野に応じ事例研究，現地調査，双方向又は他方向に行われる討論又は質疑

応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。 

２ アントレプレナーシップ専攻は，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教

室等以外の場所で履修させることが，十分な教育効果が得られる専攻分野に関して，当該

効果が認められる授業について，行うことができるものとする。 

 （成績評価基準等の明示等） 

第１９条 アントレプレナーシップ専攻は，学生に対して，授業の方法及び内容，１年間の

授業の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ アントレプレナーシップ専攻は，学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては，

客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するととも

に，当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

 （履修科目の登録の上限） 

第２０条 アントレプレナーシップ専攻は，学生が１年間に履修科目として登録することが

できる単位数の上限を３０単位とする。 

 （他の大学院における授業科目の履修等） 

第２１条 アントレプレナーシップ専攻において，教育上有益と認めるときは，他の大学院

との協議に基づき，別に定めるところにより，学生が他の大学院において履修した授業科

目について修得した単位を，２０単位を超えない範囲で当該専攻における授業科目の履修

により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は，学生が，外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育

における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第２２条 アントレプレナーシップ専攻において，教育上有益と認めるときは，学生が当該

専攻に入学する前に大学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した

単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を，当該専攻に入学した後の当該専攻

における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は，編入学，転学等の場合

を除き，当該専攻において修得した単位以外のものについては，前条第１項及び第２項の

規定により当該専攻において修得したとみなす単位数と合わせて２０単位を超えないも

のとする。 

 （在学期間の短縮） 

第２３条 アントレプレナーシップ専攻は，前条第１項の規定により入学する前に修得した

単位（学校教育法第１０２条第１項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限

る。）を当該専攻において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により教育

課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案

して標準修業年限の２分の１を超えない範囲の期間在学したものとみなすことができる。

ただし，この場合においても，当該専攻に少なくとも１年以上在学するものとする。 

   第５章 履修方法，教育方法の特例等 



 

 （履修方法，単位の修得等） 

第２４条 本章で定めるもののほか，履修方法，単位の修得その他必要な事項は，商学研究

科履修細則（以下「細則」という。）で定める。 

 （教育方法の特例） 

第２５条 教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の時間又は時期

において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

 （教育職員の免許状取得） 

第２６条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，第７条別表に定める博士

前期課程授業科目から教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法

施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める所要の単位を修得しなければならない。 

２ 前項の規定により取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は次のとおりとする。 

専  攻 免許状の種類 免許教科 

現代商学専攻 
中学校教諭専修免許状 英 語 

高等学校教諭専修免許状 
商 業 
英 語 

   第６章 課程の修了及び学位の授与 

 （博士前期課程の修了要件） 

第２７条 博士前期課程の修了要件は，当該課程に２年（２年以外の標準修業年限を定める

学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限)以上在学し，かつ，当該専攻が定め

る授業科目のうち３０単位以上を修得し，必要な研究指導を受けた上，修士論文の審査及

び最終試験に合格しなければならない。ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上げ

た者については，１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前項の場合において，当該課程の目的に応じ適当と認めるときは，特定の課題について

の研究成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。 

 （博士後期課程の修了要件） 

第２８条 博士後期課程の修了要件は，当該課程に３年以上在学し，２０単位以上を修得 

し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとす

る。 

２ 本学の博士後期課程退学者のうち，「博士論文指導Ⅲ」のみを未修得のまま退学した後，

再入学した者については，博士論文の審査及び最終試験に合格した期をもって修了させる

ことができる。 

 （専門職学位課程の修了要件） 

第２９条 専門職学位課程の修了要件は，アントレプレナーシップ専攻に２年（２年以外の

標準修業年限を定める学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限）以上在学し，

当該専攻が定める授業科目のうち４３単位以上の修得その他の教育課程の履修により課

程を修了するものとする。 

 （学位の授与） 

第３０条 博士前期課程を修了した者には，修士の学位を授与する。 

２ 博士後期課程を修了した者には，博士の学位を授与する。 

３ 専門職学位課程を修了した者には，経営管理修士の学位を授与する。 



 

４ 前３項に関する必要な事項は，小樽商科大学学位規程（昭和４６年４月１日制定）の定

めるところによる。 

   第７章 入学，退学，転学及び休学 

 （入学の時期） 

第３１条 入学の時期は，学年の始めとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，博士後期課程の入学の時期は，学年又は第２学期の始めとす

る。 

 （入学の資格） 

第３２条 博士前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号のいず

れかに該当する資格を有する者とする。 

(1) 学校教育法第８３条第１項に定める大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６  

年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制

度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該

課程を修了した者 

(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該

外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるも

のとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以上で

ある課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国に

おいて履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了するこ

とを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める   

基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め

る日以後に修了した者 

(7) 文部大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号） 

(8) 大学に３年以上在学し，又は外国において学校教育における１５年の課程を修了し，

本学の大学院において，所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者 

(9) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより，

当該外国の学校教育における１６年の課程を修了したと本学の大学院において認めた者 

(10)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における１５年の課程を修了し，所定の単位を優れた成績をもって修

得したと本学大学院が認めた者 

(11)学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって，その後に  

入学させる本学大学院において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力がある

と認めた者 

(12)本学の大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で，２２才に達したもの 



 

２ 博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する資格を有す

る者とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

  (2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を取得した者 

  (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又

は専門職学位に相当する学位を取得した者 

  (4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置づけられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程

を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

  (5) 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第１１８号） 

  (6) 本研究科において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する

者と同等以上の学力があると認めた者で，２４才に達したもの 

 （入学の志願） 

第３３条 入学志願者は，所定の期日までに入学願書に所定の書類及び検定料を添えて学長

に提出するものとする。 

 （入学者の選考） 

第３４条 入学志願者の選考は，学力検査及び健康診断等を行い，出身大学長の提出する調

査書の成績等を総合して行う。 

 （入学の手続） 

第３５条 前条の選考に合格した者は，所定の期日までに入学料を納め，指定書類を提出す

るものとする。 

 （学部・大学院(博士前期課程及び専門職学位課程)５年一貫教育プログラム） 

第３６条 本学の学部・大学院(博士前期課程及び専門職学位課程)５年一貫教育プログラム

に所属する学生が，小樽商科大学学則（平成８年５月８日全部改正，以下「本学学則」と

いう。）第４１条の規定により早期卒業し，引き続き現代商学専攻博士前期課程又はアン

トレプレナーシップ専攻に進学する場合は，第３４条の規定にかかわらず入学者の選考は

行わない。 

２ 前項の学部・大学院(博士前期課程及び専門職学位課程)５年一貫教育プログラムに関す

る必要な事項は，別に定める。 

 （入学の許可） 

第３７条 学長は，第３５条に規定する入学手続を完了した者について入学を許可する。 

 （休学） 

第３８条 疾病その他やむを得ない理由により修学できないときは，許可を得て休学するこ

とができる。 

２ 疾病のため修学が不適当と認められた者に対しては，休学を命ずることがある。 

３ 休学の理由が消滅したときは，許可を得て復学することができる。 

４ 休学の期間は，博士前期課程及び専門職学位課程は２年を，博士後期課程においては３

年を超えることができない。 

５ 休学の期間は，在学年数に算入しない。 

 （退学） 



 

第３９条 疾病その他の理由により退学しようとする者は，願い出て許可を受けなければな

らない。 

 （再入学） 

第４０条 退学した者が再入学を願い出た場合は，当該専攻教授会の議を経て許可すること

がある。 

 （転学） 

第４１条 学生が他の大学院に転学しようとするときは，願い出て許可を受けなければなら

ない。 

２ 他の大学の大学院から本大学院に転学しようとする者があるときは，欠員のある場合に

限り，当該専攻教授会の議を経て許可することがある。 

 （標準修業年限） 

第４２条 博士課程の標準修業年限は５年とし，博士前期課程の標準修業年限は２年とする。 

２ 専門職学位課程の標準修業年限は，２年とする。 

 （標準修業年限の特例） 

第４３条 前条第２項の規定にかかわらず，専門職学位課程の標準修業年限は，教育上の必

要があると認められるときは，学生の履修上の区分に応じ，別に定めるところにより，そ

の標準修業年限は，１年以上２年未満の期間又は２年を超える期間とすることができる。 

２ 前項の場合において，１年以上２年未満の期間とすることができるのは，主として実務

の経験を有する者に対して教育を行う場合であって，かつ，昼間と併せて夜間その他特定

の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に

限る。 

 （在学年限） 

第４４条 博士課程は，博士前期課程にあっては４年を，博士後期課程にあっては５年を超

えて在学することはできない。 

２ 専門職学位課程は，第４２条第２項及び前条に規定する標準修業年限の２倍を超えて 

在学することはできない。 

 （長期にわたる教育課程の履修） 

第４５条 大学院は，別に定めるところにより，学生が，特別の事情により，標準修業年限

を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し，課程を修了することを希望する

旨を申し出たときは，その計画的な履修を認めることができる。 

   第８章 検定料，入学料及び授業料 

 （検定料，入学料及び授業料） 

第４６条 検定料，入学料及び授業料の額並びに徴収方法は，別に定める。 

第４７条 学長が特別の事由があると認めた者については，入学料の全部若しくは，一部を

免除し，又はその徴収を猶予することができる。 

第４８条 学長は，本学の学生が引き続き大学院に進学する等の場合にあっては，別に定め

るところにより検定料及び入学料を徴収しないことができる。 

 （科目等履修生等の授業料等） 

第４９条 科目等履修生，特別聴講学生，研究生及び特別研究学生の検定料，入学料及び授

業料については，別に定める。 



 

   第９章 教員組織 

 （教員組織） 

第５０条 大学院には，その教育研究上の目的を達成するため，必要な教員を置くものとす

る。 

２ 大学院は，教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し，組織的な教育が行われるよう

特に留意するものとする。 

３ 現代商学専攻の教員は，教育研究上支障を生じない場合には，本学の学部等の教員等が

これを兼ねることができる。 

４ 前項の専攻には，第１項に規定する教員のうち，その担当する専門分野に関し高度の教

育研究上の指導能力があると認められる教員を文部科学大臣が別に定める数置くものと

する。 

５ アントレプレナーシップ専攻には，第１項に規定する教員のうち，その担当する専門分

野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を，文部科学大臣が別に定

める数置くものとする。 

６ 前項に規定する専任教員は，大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第１３条に

規定する専任教員の数及び大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第９条に規定

する教員の数に算入できないものとする。 

７ 第５項に規定する専任教員のうちには，文部科学大臣が別に定めるところにより，専攻

分野における実務の経験を有し，かつ，高度の実務の能力を有する者を含むものとする。 

   第１０章 外国人留学生，科目等履修生，研究生，特別聴講学生及び特別研究学生 

 （外国人留学生） 

第５１条 外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学大学院に入学を

志願する者があるときは，選考のうえ外国人留学生として入学を許可する。 

２ 外国人留学生に関する必要な事項は，別に定める。 

 （科目等履修生） 

第５２条 大学院において，本学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修することを

志願する者があるときは，選考の上，科目等履修生として入学を許可する。 

２ 科目等履修生に関する規則は，別に定める。 

 （研究生） 

第５３条 大学院において，特定の研究課題について研究することを志願する者があるとき

は，選考の上，研究生として入学を許可する。 

２ 研究生に関する規則は，別に定める。 

 （特別聴講学生） 

第５４条 他の大学院に在学する者で，大学院の授業科目を履修することを志願する者があ

るときは，当該他の大学院との協議に基づき，特別聴講学生として入学を許可することが

ある。 

２ 特別聴講学生に関する必要な事項は，別に定める。 

 （特別研究学生） 

第５５条 他の大学院に在学する者で，現代商学専攻において研究指導を受けることを志願

する者があるときは，当該大学院との協議に基づき，特別研究学生として入学を許可する



 

ことがある。 

２ 特別研究学生に関する必要な事項は，別に定める。 

   第１１章 雑則 

 （学則等の準用） 

第５６条 この学則に定めるもののほか，大学院に関し必要な事項は，本学学則等を準用す

る。 

   附 則 

 この学則は，昭和４６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，昭和５８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，昭和５９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，昭和６０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，昭和６０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，昭和６２年５月１３日から施行し，昭和６２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この学則は，昭和６３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は，平成２年１０月２４日から施行する。 

２ 昭和６３年度，平成元年度及び平成２年度の入学者にあっては，なお従前の例による。 

   附 則 

 この学則は，平成３年１２月１１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成４年４月２０日から施行し，平成４年４月１日から適用する。 

   附 則 

１ この学則は，平成４年１０月２８日から施行する。 

２ 平成４年度以前に入学した者に係る教育課程及び履修方法は，この学則による改正後の

学則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

 この学則は，平成５年２月８日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成５年１２月８日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成６年２月９日から施行する。 

   附 則 



 

 この学則は，平成６年１２月２１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成７年５月２２日から施行し，平成７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この学則は，平成７年７月１２日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成１０年５月１３日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成１０年１０月２１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は，平成１２年４月１日から施行する。 

２ 平成１１年度以前に入学した者に係る教育課程及び履修方法は，この学則による改正後

の規定にかかわらず，なお従前の例による｡ 

   附 則 

 この学則は，平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は，平成１３年４月１日から施行する。 

２ 平成１２年度以前に入学した者が，改正後の学則に規定する授業科目（以下「新授業科

目」という。）を履修しようとする場合において，別に定めるところにより，既に修得し

た授業科目と対応する新授業科目は履修できない。 

   附 則 

 この学則は，平成１４年４月１日から施行する。 



 

   附 則 

 この学則は，平成１４年６月２６日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 平成１５年度以前に入学した者に係る教育課程，履修方法及び修了要件は，この学則に

よる改正後の学則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ この学則による改正前の経営管理専攻は，改正後の学則第４条の規程にかかわらず，平

成１６年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存

続するものとする。 

４ 第５条に規定する収容定員は，同条の規定にかかわらず平成１６年度から平成１７年度

までは次のとおりとする。 

  商学研究科     平成１６年度 平成１７年度 

    経営管理専攻      ２０名     － 

    現代商学専攻      １０名      ２０名 

   ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ専攻   ３５名       ７０名 

     合  計     ６５名       ９０名 

５ 第４４条第４項に規定する専任教員は，専門職大学院設置基準（平成１５年文部科学省

令第１６号）附則第２項の規定に基づき，平成２５年度までの間，第４４条第５項の規定

にかかわらず，同条同項に規定する教員の数の３分の１を超えない範囲で，大学設置基準

第１３条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準第９条に規定する教員の数に算入

することができるものとする。 

   附 則 

１ この学則は，平成１７年４月１日から施行する。 

２ 平成１７年３月３１日以前に入学した者は，この学則による改正後の学則の規定にかか

わらず，なお，従前の例による。 

   附 則 

１ この学則は，平成１７年４月１日から施行する。 

２ 平成１７年３月３１日以前に入学した者は，この学則による改正後の学則の規定にかか

わらず，なお，従前の例による。 

   附 則 

   この学則は，平成１７年６月２２日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成１７年１１月９日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は，平成１９年４月１日から施行する。 

２ 平成１９年３月３１日以前に入学した者に係る教育課程，履修方法及び修了要件は，こ

の学則による改正後の学則の規定にかかわらず，なお従前の例による｡ 

   附 則 

１ この学則は，平成１９年４月１日から施行する。 

２ 平成１８年度以前に入学した者に係る教育課程，履修方法及び修了要件は，この学則に



 

よる改正後の学則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ この学則による改正前の学則第３条第１項に規定する修士課程は，改正後の学則第３ 

条第１項の規定にかかわらず，平成１９年３月３１日に在学する当該課程の学生が在学し

なくなる日までの間存続するものとする。 

４ 第５条に規定する収容定員は，同条の規定にかかわらず，平成１９年度から２１年度ま

では次のとおりとする。 

  商学研究科           平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

   現代商学専攻修士課程         １０名        －           －  

   現代商学専攻博士前期課程     １０名       ２０名     ２０名 

   現代商学専攻博士後期課程       ３名        ６名         ９名 

   ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ専攻専門職学位課程  ７０名       ７０名        ７０名 

           合計                  ９３名    ９６名     ９９名 

   附 則 

 この学則は，平成１９年１２月２６日から施行する。 

      附 則 

 この学則は，平成２０年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この学則は，平成２１年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この学則は，平成２２年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この学則は，平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成２４年２月６日から施行し，平成２３年４月１日から適用する。 

      附 則 

 この学則は，平成２４年４月１日から施行する。 

     附 則 

１．この学則は，平成２４年４月１日から施行する。 

２．平成２３年度以前にアントレプレナーシップ専攻に入学した者に係る教育課程，履修方

法及び修了要件は，この学則による改正後の学則にかかわらず，従前の例による。 

３．平成２３年度以前にアントレプレナーシップ専攻に入学した者について，改正後の学則

に規定する授業科目（以下「新授業科目」という。）を履修しようとする場合は，別に定

めるところにより，既に修得した授業科目と対応する新授業科目は履修できない。 

      附 則 

  この学則は，平成２５年１０月１日から施行し，平成２５年４月１日から適用する。 

附 則 

 この学則は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は, 平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年３月３１日以前にアントレプレナーシップ専攻に入学した者に係る教育課程, 



 

履修方法及び修了要件は, この学則による改正後の学則の規定にかかわらず, 従前の例によ

る。 
      附 則 

  この学則は，平成２８年６月２０日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この学則は，平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は，平成３１年４月１日から施行する。 

 

 


